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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…（
同
）…
一

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
（
二
件
）
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
一

○
食
品
衛
生
管
理
者
養
成
施
設
及
び
食
品
衛
生
監
視
員
養
成

施
設
の
登
録
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
二

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
二

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
五

公

告

○
優
良
映
画
等
の
推
奨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）…
六

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
西
新
宿
五
丁
目
中
央
南
地
区
市
街
地
再

開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

西
新
宿
五
丁
目
中
央
南
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
元
年
七
月
四
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

新
宿
区
西
新
宿
五
丁
目
及
び
西
新
宿
六
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

新
宿
区
西
新
宿
五
丁
目
九
番
四
号

令
和
元
年
七
月
四
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

事
務
所
の
所
在
地
を
新
宿
区
西
新
宿
五
丁
目
八
番
一－

三
〇
五

号
に
変
更
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
南
池
袋
二
丁
目
Ｃ
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示

す
る
。令

和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

南
池
袋
二
丁
目
Ｃ
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
八
番
三
号

令
和
二
年
三
月
十
三
日

五

定
款
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
暁
建
設

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

白
石

利
夫

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

葛
飾
区
立
石
六
丁
目
三
十
四
番
十
八
号
一
〇

一
号
室

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑼
第
五
三
九
七
五
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

二

処
分
年
月
日

令
和
八
年
三
月
四
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
十
五
日
間
（
令
和
八
年
三
月

十
九
日
か
ら
同
年
四
月
二
日
ま
で
）
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四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
三
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ビ
ッ
ク
フ
レ
ン
ド

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

大
友

成
則

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

世
田
谷
区
太
子
堂
二
丁
目
十
九
番
五
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
四
〇
四
一
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日

二

処
分
年
月
日

令
和
八
年
三
月
四
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
七
日
間
（
令
和
八
年
三
月
十

九
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
四
号

食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）

第
十
八
条
（
同
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

百
三
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
及
び
同
令
第
九
条
第
一

項
第
一
号
の
登
録
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
同
令
第
二
十

条
第
三
号
（
同
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称

所
在
地

取
消
年
月
日

（
廃
止
年
月
日
）

明
治
薬
科
大
学
薬
学

部
生
命
創
薬
科
学
科

清
瀬
市
野
塩
二
丁
目

五
百
二
十
二
番
一

令
和
八
年
五
月
三
十

一
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

立
川
青
梅

㈡

変
更
の
区
間

福
生
市
大
字
福
生
字
志
茂
四
百
七
十
番
一
地

内
か
ら
同
所
四
百
六
十
八
番
一
地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

路
線
名

伊
奈
福
生

㈡

変
更
の
区
間

福
生
市
大
字
福
生
字
志
茂
四
百
六
十
八
番
一

地
内
か
ら
同
所
四
百
七
十
番
一
地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り

三
㈠

路
線
名

瑞
穂
あ
き
る
野
八
王
子

㈡

変
更
の
区
間

福
生
市
大
字
福
生
字
志
茂
四
百
七
十
七
番
一

地
先
か
ら
同
所
四
百
六
十
八
番
一
地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑶
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京

都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
今
橋
四
丁
目
五
番
十
五
号

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七

号
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
都
立
公
園
の
有
料
施
設
及
び
有
料
公

園
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
う
ち
恩
賜
上
野
動
物
園
、
葛
西
臨
海

水
族
園
、
井
の
頭
自
然
文
化
園
及
び
多
摩
動
物
公
園
に
係
る
も
の

三

指
定
日

令
和
八
年
三
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京

都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｓ
Ｂ
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
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港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七

号
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
都
立
公
園
の
有
料
施
設
及
び
有
料
公

園
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
う
ち
恩
賜
上
野
動
物
園
、
葛
西
臨
海

水
族
園
、
多
摩
動
物
公
園
及
び
神
代
植
物
公
園
に
係
る
も
の

三

指
定
日

令
和
八
年
三
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京

都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

Ｇ
Ｍ
Ｏ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
ゲ
ー
ト
株
式
会
社

渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
十
四
番
六
号

㈡

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
ス
タ
ー
ズ

中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
三
番
五
号

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七

号
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
有
料
公
園
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の

う
ち
神
代
植
物
公
園
に
係
る
も
の

三

指
定
日

令
和
八
年
三
月
十
八
日

公

告

優
良
映
画
等
の
推
奨
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と

お
り
推
奨
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

推
奨
番
号

種
類

名

称

制
作
者
等

推
奨
理
由

五
〇
四

映
画

オ
ー
ル
ド
・

オ
ー
ク

ケ
ン
・
ロ
ー

チ

青
少
年
を
健
全

に
育
成
す
る
上

で
有
益
で
あ
る

と
認
め
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
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